
※各年4月1日時点

※県内市町村および筑紫野市は、地方自治法第202条の3に基づく審議会等（法律や条例に
　基づいて設置され、調停、審査、審議または調査等を行う機関）を対象としています。
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福岡県下における審議会等女性委員の登用率推移
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